
長崎市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱  

 

平成 18 年 6 月 2 日 

告示第 435 号 

改正 平成 19 年 5 月 22 日告示第 380 号 

平成 21 年 5 月 21 日告示第 343 号 

平成 22 年 6 月 29 日告示第 403 号 

平成 23 年 5 月 30 日告示第 423 号 

平成 24 年 6 月 21 日告示第 467 号 

平成 25 年 7 月 2 日告示第 496 号 

平成 26 年 3 月 31 日告示第 204 号 

平成 26 年 6 月 6 日告示第 405 号 

平成 27 年 7 月 3 日告示第 453 号 

平成 28 年 3 月 22 日告示第 148 号 

平成 28 年 6 月 9 日告示第 471 号 

平成 29 年 8 月 10 日告示第 648 号 

平成 30 年 10 月 4 日告示第 589 号 

 

  （趣旨） 

第 1 条 この要綱は、私立幼稚園に就園する園児の保護者の経済的負担を軽減し、幼稚園

教育の振興に資するため、私立幼稚園の設置者（以下「設置者」という。）に対し私立幼稚

園就園奨励費補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、長崎市補助金等

交付規則（昭和 63年長崎市規則第 21号。以下「規則」という。）に定めるもののほか必要な

事項を定めるものとする。 

  （定義） 

第 2 条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 私立幼稚園 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する幼稚園で、子ど

も・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）附則第７条ただし書の規定により別段の申

出をした私立幼稚園をいう。 

(2) 園児  私立幼稚園に在園し、長崎市に住所を有する満３歳から小学校就学の始期に

達するまでの者をいう。  

(3) 保護者 園児に対して親権を行う者又は未成年後見人その他の者で、園児を現に監

護する者をいう。 

(4) 保育料等 設置者が保護者から徴収する保育料及び入園料をいう。 



（補助金の交付対象事業等） 

第 3条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、設置者が保護者に対

して行う保育料等の減免その他の負担軽減措置（以下「減免等」という。）とする。 

2 補助事業の対象となる者は、保護者に対し保育料等の減免等を行う設置者とする。 

 （補助金の額） 

第 4 条 補助金の額は、別表に定める範囲内とする。ただし、当該年度に保護者が支払う保

育料等の合計額が、同表に定める額に満たない場合は、当該支払い額を限度額とする。 

  （補助金の交付申請） 

第 5 条 補助金の交付を受けようとする設置者は、第 12 条第 1 号に規定する幼稚園就園奨

励費補助金（変更）交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならな

い。 

 (1) 幼稚園在園児名簿（第１号様式） 

(2) 私立幼稚園就園奨励費世帯状況調（第２号様式） 

2 前項の規定による補助金の交付申請は、補助事業を実施する年度の 3 月 10 日までに同

項に規定する書類を提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めると

きは、この限りでない。 

  （補助金の変更交付申請） 

第 6 条 前条の規定による補助金の交付申請の内容を変更しようとする設置者は、同条第 1

項に規定する書類に幼稚園就園奨励に係る入退園等証明書（第 3 号様式）を添えて市長

に提出しなければならない。 

  （補助金の交付決定） 

第 7 条 市長は、第 5 条の規定による補助金の交付申請又は前条の規定による補助金の変

更交付申請に係る書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を決定し、

第 12 条第 2 号に規定する補助金等交付決定（変更）通知書により設置者へ通知するもの

とする。 

  （補助金の交付） 

第 8 条 補助金は、規則第 15 条ただし書の規定により概算払により交付するものとする。 

 （実績報告書の提出期日） 

第 9 条 規則第 12 条の期日は、補助事業等を実施する年度の末日とする。 

（証拠書類の保存） 

第 10 条 補助金の交付を受けた設置者は、保育料等の減免等を明らかにするため、保育料

等の減免等確認書（第 4 号様式）を保護者から徴し、補助事業に係る関係書類とともに事

業終了後 5 年間保存しなければならない。 

（証拠書類の提出） 

第 11 条 市長は、補助金交付の事務処理上必要と認めるときは、前条の規定による書類の



提出を求めることができる。 

 （補助金の交付手続の特例） 

第 12 条 規則第 22 条の規定により、様式の特例を次のとおり定める。 

 （1） 規則第 3 条第 1 項に規定する補助金等交付申請書及び規則第 5 条第 3 項に規定す

る補助事業等変更中止（廃止）承認申請書は、幼稚園就園奨励費補助金（変更）交付

申請書（第 5 号様式）とする。 

 （2） 規則第 6 条第 1 項に規定する補助金等交付決定通知書は、補助金等交付決定（変

更）通知書（第 6 号様式）とする。 

  （委任） 

第 13 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

    

附 則（平成 18 年 6 月 2 日長崎市告示第 435 号） 

この要綱は、告示の日から施行し、平成１８年度の予算に係る補助金から適用する。 

附 則（平成 19 年 5 月 22 日長崎市告示第 380 号） 

改正後の長崎市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成１９年度の予算

に係る補助金から適用する。 

附 則（平成 21 年 5 月 21 日長崎市告示第 343 号） 

  （施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

  （経過措置） 

２ 改正後の長崎市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成２１年度の予算

に係る補助金から適用する。 

附 則（平成 22 年 6 月 29 日長崎市告示第 403 号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の長崎市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成２２年度の予算

に係る補助金から適用する。 

附 則（平成 23 年 5 月 30 日長崎市告示第 423 号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の長崎市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成２３年度の予算

に係る補助金から適用する。 

附 則（平成 24 年 6 月 21 日長崎市告示第 467 号） 



（施行期日等） 

１ この要綱は、告示の日から施行し、平成２４年度の予算に係る補助金から適用する。 

（経過措置） 

２ 改正前の長崎市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱に定める様式による用紙は、当

分の間所要の整備をして使用することができる。 

附 則（平成 25 年 7 月 2 日長崎市告示第 496 号） 

（施行期日等） 

１ この要綱は、告示の日から施行し、平成２５年度の予算に係る補助金から適用する。 

（経過措置） 

２ 改正前の長崎市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱に定める様式による用紙は、当

分の間所要の整備をして使用することができる。 

附 則（平成 26 年 3 月 31 日長崎市告示第 204 号） 

（施行期日等） 

１ この要綱は、告示の日から施行し、平成２５年度の予算に係る補助金から適用する。 

（経過措置） 

２ 改正前の長崎市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱に定める様式による用紙は、当

分の間所要の整備をして使用することができる。 

附 則（平成 26 年 6 月 6 日長崎市告示第 405 号） 

（施行期日等） 

１ この要綱は、告示の日から施行し、平成２６年度の予算に係る補助金から適用する。 

（経過措置） 

２ 改正前の長崎市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱に定める様式による用紙は、当

分の間所要の整備をして使用することができる。 

附 則（平成 27 年 7 月 3 日長崎市告示第 453 号） 

（施行期日等） 

１ この要綱は、告示の日から施行し、平成２７年度の予算に係る補助金から適用する。 

（経過措置） 

２ 改正前の長崎市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱に定める様式による用紙は、当

分の間所要の整備をして使用することができる。 

附 則（平成 28 年 3 月 22 日長崎市告示第 148 号） 

（施行期日等） 

１ この要綱は、告示の日から施行し、平成２７年度の予算に係る補助金から適用する。 

（経過措置） 

２ 改正前の長崎市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱に定める様式による用紙は、当

分の間所要の整備をして使用することができる。 



附 則（平成 28 年 6 月 9 日長崎市告示第 471 号） 

この要綱は、告示の日から施行し、平成２８年度の予算に係る補助金から適用する。 

附 則（平成 29 年 8 月 10 日長崎市告示第 648 号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。ただし、別表備考３ただし書の改正規定は、平成２９

年９月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定（次項に定めるものを除

く。）は、平成２９年度の予算に係る補助金から適用する。 

３ 改正後の長崎市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱別表備考３ただし書の規定は、

平成２９年９月１日以降に算定する補助金から適用し、同日前に算定した補助金について

は、なお従前の例による。 

附 則（平成 30 年 10 月 4 日長崎市告示第 589 号） 

この要綱は、告示の日から施行する。 




